
─1199─

第5章 5 桟橋 【施】

【
施
】第
５
章

5 . 1 . 2 生物共生型桟橋
（1）港湾の良好な環境の整備に資する桟橋として、当該施設が置かれる自然状況等に応じて生態系機能の発
現を目標とした生物共生型桟橋 1）がある（［参（共）］第3章2 生物共生型港湾構造物）。

（2）生物共生型桟橋の性能照査にあたっては、［施］第4章4 生物共生型防波堤、［参（共）］第3章2 生物共生型
港湾構造物及び生物共生型港湾構造物の整備・維持管理に関するガイドライン 1）を参照することができる。

5 . 2 直杭式横桟橋

5 . 2 . 1 一般
（1）直杭式横桟橋の断面の例を図－5 . 2 . 1に示す。
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図－5.2.1 直杭式横桟橋の断面の例 
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図－5 . 2 . 1　直杭式横桟橋の断面の例

（2）ここでの記述は鋼管杭あるいは形鋼を用いた直杭式横桟橋を対象とするが、類似の施設についても、そ
の動的特性を考慮した上で適用することができる。


